
 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における 
第一種特定化学物質の取扱について 

 
○ 第一種特定化学物質の特性 

 

 難分解性（自然的作用による化学的変化を生じにくい） 

 高蓄積性（生物の体内に蓄積されやすい） 

 長期毒性（継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがある又は 

     高次捕食動物の生態・生育に支障を及ぼすおそれがある） 

 

○ 第一種特定化学物質(政令指定) 

 

１ ポリ塩化ビフェニル 

２ ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る｡) 

３ ヘキサクロロベンゼン 

４ アルドリン 

５ ディルドリン 

６ エンドリン 

７ ＤＤＴ 

８ クロルデン類 

９ ビス（トリブチルスズ）＝オキシド（ＴＢＴＯ） 

１０ N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシ

リル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニ

レンジアミン 

１１ 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール 

１２ トキサフェン 

１３ マイレックス 

１４ ジコホル 

１５ ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン 

 

○ 第一種特定化学物質に対する規制措置 

 

１．製造・輸入の許可制（法第６条～第１２条） 

（経済産業大臣による許可） 

２．使用製品の輸入禁止（法第１３条） 

政令で定める製品について輸入禁止 

３．使用の規制（法第１４条、第１５条） 

閉鎖系のごく限られた用途以外禁止 

４．指定に伴う回収等の措置命令（法第２２条、第３２条） 

 

参考１ 



 

(参考)                                                                 

規制措置 

の内容 条 文 規   制   内   容 

  (製造) 

 第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は､事業所

毎に許可を受けなければならない。 

第六条 

第七条 

第十条  また､製造設備の構造及び能力を変更しようとするときも許可

が必要である。 

  (輸入) 

第十一条  第一種特定化学物質を輸入しようとする者は､その輸入数量等

を明らかにした上で許可を受けなければならない｡ 

  (許可の基準等) 

 第一種特定化学物質の製造又は輸入に係る許可に際しては､製

造又は輸入を行おうとする者に係る欠格条項の規定の他､製造能力

又は輸入数量が当該第一種特定化学物質の需要からみて過大では

ないこと､製造設備が技術上の基準に適合したものであること等が

必要｡ 

 さらに､許可製造業者が許可を受けた後､その構造設備が技術

上の基準に適合しないものと認められた場合には､設備の修理､改

善等を命ずることができる｡ 

製造及び輸

入の許可 

第八条 

第九条 

第十二条 

  

製品の輸入

の制限 

第十三条  海外において第一種特定化学物質が使用されている製品があ

り､それが輸入される可能性がある場合には､原則として､その製品

を政令指定して輸入を禁止する。 

使用の制限 第十四条 

第十五条 

 他の物による代替が困難であり､かつ当該製品の用途が主とし

て一般消費者の生活用ではない場合として特に政令において定め

る用途以外には第一種特定化学物質を使用してはならない(試験研

究のための使用は除く｡)。 

 第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は､事業所ご

とに､あらかじめ第一種特定化学物質の名称､用途等を届け出なけ

れはならない(試験研究のための使用は除く｡)。 

措置命令 第二十二条 

第三十二条 

 第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するため

特に必要があると認めるときは､当該化学物質又は当該化学物質が

使用されている製品の製造者、輸入者又は使用者に対し、当該化学

物質や製品の回収を図ること等、環境汚染の進行を防止するために

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 第一種特定化学物質の許可製造業者若しくは許可輸入者、届出使

用者に対し、業務に関する報告をさせることができる。 

 



 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における 
第一種監視化学物質の取扱について 

 
○ 第一種監視化学物質の特性 

 

 難分解性（自然的作用による化学的変化を生じにくい） 

 高蓄積性（生物の体内に蓄積されやすい） 

 長期毒性が明らかでない（継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそ

れがある又は高次捕食動物の生態・生育に支障を及ぼすおそれがあ

るかどうか明らかでない） 

 

○ 第一種監視化学物質(告示指定) 

 

１  酸化水銀（Ⅱ） 

２  1-ｔｅｒｔ-ブチル-3,5-ジメチル-2,4,6-トリニトロベンゼン  

３  シクロドデカ-1,5,9-トリエン  

４  シクロドデカン  

５  1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン  

６  1,1-ビス（tert-ブチルジオキシ）-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン  

７  テトラフェニルスズ  

８  1,3,5-トリブロモ-2-（2,3-ジブロモ-2-メチルプロポキシ）ベンゼン 

９  Ｏ-(2,4-ジクロロフェニル)＝Ｏ-エチル＝フェニルホスホノチオアート  

10   1,3,5-トリ-ｔｅｒｔ-ブチルベンゼン  

11   ポリブロモビフェニル（臭素数が2から5のものに限る。）  

12   ジペンテンダイマー又はその水素添加物  

13   2-イソプロピルビシクロ［4．4．0］デカン又は3-イソプロピルビシクロ

［4．4．0］デカン  

14   2,6-ジ-ｔｅｒｔ-ブチル-4-フェニルフェノール  

15   ジイソプロピルナフタレン  

16   トリイソプロピルナフタレン  

17   2-（2Ｈ-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル）-4,6-ジ-ｔｅｒｔ-ブチルフ

ェノール  

18   2,4-ジ-ｔｅｒｔ-ブチル-6-（5-クロロ-2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-

イル）フェノール 

19   塩素化パラフィン（C11、塩素数7～12）  

20   ジエチルビフェニル 

21   水素化テルフェニル  

22   ジベンジルトルエン   

 

 



 

○ 第一種監視化学物質に対する規制措置 

 

１． 製造・輸入量の届出制（法第５条の３） 

２．必要な場合の有害性の調査の指示（法第５条の４） 

 

 

 

(参考)  

製造数量等

の届出 

５条の３ 第一種監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、第一種

監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入

数量等を届け出なければならない（ただし、試験研究用を

除く。） 

有害性の  

調査指示 

５条の４ 第一種監視化学物質につき、第一種特定化学物質に該当す

ると疑うに足りる理由があると認める場合であって、製

造・輸入・使用等の状況からみて、当該第一種監視化学物

質が第一種特定化学物質に該当するものであるとすれば、

当該第一種監視化学物質による環境の汚染が生ずるおそれ

があると見込まれるため、第一種特定化学物質に該当する

かどうかを判定する必要があると認めるに至ったときは、

製造者又は輸入者に対し、有害性の調査を行い、その結果

を報告すべきことを指示することができる。 

 

 
 



第一種監視化学物質に係る評価等スキームの概要

第一種監視化学物質

・分解性→難

・蓄積性→高

・物質名公表
・製造・輸入数量実績・用途の届出
・物質名、数量の公表

製造・輸入事業者への有害性調査（長期
毒性等データ（人、生物）の報告）の指示

【既存化学物質の評価から】

・分解性→難

・蓄積性→高

長期毒性等あり

第一種特定化学物質には指定せず

長期毒性等なし

有害性の判定

第一種特定化学物質に指定

製造・輸入、使用の制限勧告

※製造・輸入数量又は開放系用途での
使用量が一定量以上等

曝露可能性の評価

ない又は
極めて小さい

上記のデータによる
リスク評価懸念低い

懸念高い

国による予備的な毒性評価等
（人、生物）の実施

環境放出量を抑制するための
指導・助言（リスク削減措置）

（調査指示後）調査を実施
し報告

リスク削減措置
の効果の評価懸念低い

懸念高い

事業者からの有害性情報（人、生
物の毒性試験データ等）の報告

ある

（法第２９条に基づく勧告）

指定

有害性調査指示によらなくとも
長期毒性等に関するデータが
得られ、長期毒性等を有する
ことが判明した場合


